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第 174 回

配管工 A は平成○年○月○日金曜日の午

後 11 時頃、原付バイクで走行中に急に飛

び出してきた猫を避けようとした際に、バ

ランスを崩して転倒し右足首を骨折した。

当日、Ａの所属する配管工事を営む○○工

業株式会社では、翌週の月曜日から始まる

大型プラント工事建設の準備で深夜まで予

備作業に忙しい状況だった。

今回も月曜日の早朝からすぐ出発できる

ように、予備作業が深夜まで及んでいた。

その予備作業の過程で本来のプラント工事

現場に持っていかなければいけない設計図

面を自宅に置き忘れたことに気づいたＡが

社長の指示のもと、自ら所有の原付バイク

を使って取りに帰った際の事故である。

所轄労働基準監督署に労災の申請をした

が、当初は通勤災害であるという見解で通

勤災害にかかる手続きが進められた。後日、

労基署からこの案件は業務災害として判断

するとの連絡がきた。

自宅との往復行為が社長の指示によるも

の、業務に必要な設計図面を取りに行くた

めに帰宅したという事情が勘案され業務上
の判断になったものと思われる。

通勤災害とは、労働者が通勤により被っ

た負傷、疾病、障害または死亡をいう。

この場合の「通勤」とは、就業に関し、

次に掲げる移動を、①住居と就業の場所と

の間の往復、②就業の場所から他の就業の

場所への移動、③住居と就業の場所との間

の往復に先行し、または後続する住居間の

移動を指す。合理的な経路および方法によ

が

え
る



《安全スタッフ》2014・6・15　27

り行うことをいい、業務の性質を有するも

のを除くものとされているが、移動の経路

を逸脱し、または移動を中断した場合には、

逸脱または中断の間およびその後の移動は

「通勤」とはならない。

そこで、労災保険法における通勤の要件

をまとめると次のようになる。

1「就業に関し」とは…通勤とされるた

めには、移動行為が業務に就くためまたは

業務を終えたことにより行われるものであ

ることが必要で、かつ被災当日に就業する

こととなっていたこと、また現実に就業し

ていたことが必要である。

2「住居」とは…労働者が居住して日常

生活の用に供している家屋などの場所で、

本人の就業のための拠点となるところをい

うが、就業の必要上、労働者が家族の住む

場所とは別に就業の場所の近くにアパート

を借り、そこから通勤している場合には、

そこが住居となる。

3「就業の場所」とは…業務を開始し、

または終了する場所をいう。

一般的には、会社や工場などの本来の業

務を行う場所をいうが、外勤業務に従事す

る労働者で、特定区域を担当し、区域内に

ある数カ所の用務先を受け持って自宅との

間を往復している場合には、自宅を出てか

ら最初の用務先が業務開始の場所となり、

最後の用務先が業務終了の場所となる。

4「就業の場所から他の就業の場所への

移動」とは…複数の異なる事業場で働く労

働者については、1 つ目の就業の場所での

勤務が終了した後に、2 つ目の就業の場所

へ向かう場合の移動をいう。

5「住居と就業の場所との間の往復に先

行し、または後続する住居間の移動」とは

…転任に伴い、転任の直前の住居と就業の

場所との間を日々往復することが往復距離

（片道 60km 以上など）を考慮して困難

となったため住居を移転した労働者であっ

て、一定のやむを得ない事情より転任の直

前の住居に居住している配偶者と別居する

こととなったものの居住間の移動をいう。

6「合理的な経路及び方法」とは…就業

に関する移動の場合に、一般に労働者が用

いるものと認められる経路および方法をい

い、合理的な経路については、通勤のため

に通常利用する経路であれば、複数あった

としてもそれらの経路はいずれも合理的な

経路となる。

また、当日の交通事情により迂回してと

る経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を

経由して通る経路など、通勤のためにやむ

を得ずとる経路も合理的な経路となる。

7「業務の性質を有するもの」とは…以

上説明した 1 から 6 までの要件をみたす往

復行為であっても、その行為が業務の性質

を有するものである場合には、通勤とはみ

なされない。

そこで、今回の案件も「自宅との往復行

為が社長の指示によるもの」「業務に必要

な設計図面を取りに行くために帰宅した」

という事情が勘案され、業務災害の判断に

なったものと思われる。




